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残
留
熱
除
去
系
配
管
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
電
気
配
線
貫
通
部
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
１

１
条

火
災
に

よ
る

損
傷

の
防

止
】

１
．
基

準
適
合
性
の
確

認
範
囲

①
火

災
防
護
を
行
う

機
器
等
の

選
定
並
び
に
火

災
区
域
及

び
火
災
区
画
の

設
定

ａ
．
既
工
事
計
画

に
お
い
て

は
，
配
管
に
つ

い
て
は
ス

テ
ン
レ
ス
鋼
及

び
炭
素
鋼

等
の
不
燃
性
材

料
を
使
用

す
る
こ
と
で
，

火
災
に
よ

る
影
響
を
受
け

な
い

こ
と
か
ら
，

火
災
防
護

を
行
う
機
器
等

か
ら
除
外

す
る
こ
と
を
記

載
し
て
い

る
。

「
補
足

-4
【

残
留
熱
除

去
系
配
管
改
造

工
事
の
概

要
に
つ
い
て
】

参
照
」

「
補
足

-5
【

原
子
炉
格

納
容
器
電
気
ペ

ネ
ト
レ
ー

シ
ョ
ン
貫
通
部

改
造
工
事

の
概
要
に
つ
い

て
】
参
照

」
「
Ⅴ

-1
-1
-7

発
電
用

原
子
炉
施
設
の

火
災
防
護

に
関
す
る
説
明

書
」
（

2,
6
,7
,8
,
9,
13
～

2
7,
1
12
頁

参
照
）

「
そ
の
他
発

電
用
原
子

炉
の
附
属
施
設

の
う
ち
火

災
防
護
設
備
に

係
る
機
器

の
配
置
を
明
示

し
た
図
面

及
び
構
造
図
（

火
災
区
域

構
造
物
及
び
火

災
区

画
構
造
物

）
」
（
第

9
-3
-1
図
～
第
9
-
3-
8図

）
今
回
の
変
更

認
可
申
請

に
伴
い
，
原
子

炉
の
安
全

停
止
に
必
要
な

機
器
等
及

び
放
射
性
物
質

の
貯
蔵
等

の
機
器
等
（
以

下
，
「
火

災
防
護
上
重
要

な
機

器
等
」
と
い

う
。
）
に

つ
い
て
の
配
置

に
変
更
の

な
い
こ
と
を
確

認
し
，
火

災
区
域
及
び
火

災
区
画
に

変
更
の
な
い
こ

と
を
確
認

す
る
。

ｂ
．
既
工
事
計
画

に
お
い
て

は
，
火
災
防
護

上
重
要
な

機
器
等
を
設
置

す
る
区
域

で
あ
っ
て
，

3時
間
以
上

の
耐
火
能
力
を

有
す
る
耐

火
壁
等
に
よ
り

囲
ま
れ

他
の
区
域
と

分
難
さ
れ

て
い
る
区
域
を

火
災
区
域

と
し
て
，
ま
た

，
火
災
区

域
を
壁
の
設
置

状
況
等
に

応
じ
て
分
割
し

た
も
の
を

火
災
区
画
と
し

て
設

定
す
る
方
針

と
記
載
し

て
い
る
。

「
補
足

-4
【

残
留
熱
除

去
系
配
管
改
造

工
事
の
概

要
に
つ
い
て
】

参
照
」

「
補
足

-5
【

原
子
炉
格

納
容
器
電
気
ペ

ネ
ト
レ
ー

シ
ョ
ン
貫
通
部

改
造
工
事

の
概
要
に
つ
い

て
】
参
照

」
「
Ⅴ

-1
-1
-7

発
電
用

原
子
炉
施
設
の

火
災
防
護

に
関
す
る
説
明

書
」
（

2,
6
,7
,1
0
,1
09
～

1
14
,
25
6頁

参
照

）
今
回
の
変
更

認
可
申
請

に
伴
い
，
火
災

区
域
及
び

火
災
区
画
に
変

更
の
な
い

こ
と
を
確
認
す

る
。

②
火

災
発
生
防
止
に

係
る
設
計

ａ
．
既
工
事
計
画

に
お
い
て

は
，
火
災
区
域

に
設
置
す

る
油
又
は
水
素

を
内
包
す

る
設
備
に
つ
い

て
，
溶
接

構
造
を
採
用
す

る
と
と
も

に
，
可
燃
性
の

蒸
気

及
び
水
素
が

発
生
す
る

火
災
区
域
に
つ

い
て
は
，

適
切
な
換
気
等

を
行
う
設

計
と
し
て
い
る

な
ど
，
火

災
の
発
生
防
止

対
策
を
行

う
設
計
方
針
と

記
載

し
て
い
る
。

「
Ⅴ

-1
-1
-7

発
電
用

原
子
炉
施
設
の

火
災
防
護

に
関
す
る
説
明

書
」
（

2,
7
,4
2～

48
,5
6,
2
55
頁
参
照
）

今
回
の
変
更

認
可
申
請

に
伴
い
，
火
災

発
生
防
止

に
係
る
設
計
に

影
響
の
な

い
こ
と
を
確
認

す
る
。

ｂ
．
既
工
事
計
画

に
お
い
て

は
，
火
災
防
護

上
重
要
な

機
器
等
に
つ
い

て
，
不
燃

性
材
料
，
難
燃

性
材
料
又

は
そ
れ
と
同
等

以
上
の
性

能
を
有
す
る
材

料
を

使
用
す
る
設

計
方
針
と

記
載
し
て
い
る

。
「
Ⅴ

-1
-1
-7

発
電
用

原
子
炉
施
設
の

火
災
防
護

に
関
す
る
説
明

書
」
（

2,
7
,4
2,
4
9,
25
5,
2
56
頁
参
照
）

今
回
の
変
更

認
可
申
請

に
伴
い
，
材
料

が
不
燃
性

材
料
，
難
燃
性

材
料
又
は

そ
れ
と
同
等
以

上
の
性
能

を
有
す
る
材
料

で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る

。
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②
火

災
発
生
防
止
に

係
る
設
計

（
前
頁
の
続
き

）
ｃ
．
既
工
事
計
画

に
お
い
て

は
，
発
電
用
原

子
炉
施
設

に
つ
い
て
は
，

落
雷
に
よ

る
火
災
の
発
生

を
防
止
す

る
た
め
に
，
避

雷
設
備
の
設
置
及
び
接
地

網
の

敷
設
を
行
う

と
と
も
に

，
火
災
防
護
上

重
要
な
機

器
等
に
つ
い
て
，
地
震
に

よ
る
火
災
の
発

生
を
防
止

す
る
た
め
に
，

耐
震
重
要

度
分
類
に
応
じ

た
耐

震
設
計
を
行

う
な
ど
，

自
然
現
象
に
よ

る
火
災
の

発
生
防
止
対
策
を
行
う
設

計
方
針
と
記
載

し
て
い
る

。
「
Ⅴ

-1
-1
-7

発
電
用

原
子
炉
施
設
の

火
災
防
護

に
関
す
る
説
明
書
」
（

2,
7
,4
2,
5
4,
55
,2
5
5頁

参
照

）
今
回
の
変
更

認
可
申
請

に
伴
い
，
自
然

現
象
に
よ

る
火
災
発
生
防
止
対
策
に

変
更
の
な
い
こ

と
を
確
認

す
る
。

③
火

災
の
感
知
及
び

消
火
に
係

る
設
計

ａ
．
既
工
事
計
画

に
お
い
て

は
，
火
災
区
域

等
に
は
，

各
火
災
区
域
等

の
環
境
条

件
及
び
想
定
さ

れ
る
火
災

の
性
質
等
を
考

慮
し
，
基
本
的
に
ア
ナ
ロ

グ
式

の
煙
感
知
器

及
び
熱
感

知
器
を
組
み
合

わ
せ
て
設

置
す
る
と
と
も
に
，
火
災

の
発
生
場
所
を

特
定
で
き

る
受
信
機
を
用

い
る
設
計

方
針
と
し
，
外

部
電

源
喪
失
を
考

慮
し
た
設

計
と
し
て
い
る

と
と
も
に

，
感
知
設
備
に
つ
い
て
は

，
耐
震
ク
ラ
ス

に
応
じ
て

機
能
を
保
持
す

る
設
計
方

針
と
記
載
し
て

い
る
。

「
Ⅴ

-1
-1
-7

発
電
用

原
子
炉
施
設
の

火
災
防
護

に
関
す
る
説
明
書
」
（

2,
7
,6
1～

63
,6
5,
6
8,
6
9,
70
,
25
5頁

参
照
）

今
回
の
変
更

認
可
申
請

に
伴
い
，
火
災

の
感
知
に

係
る
設
計
に
影
響
の
な
い

こ
と
を
確
認
す

る
。

ｂ
．
既
工
事
計
画

に
お
い
て

は
，
消
火
設
備

は
火
災
の

影
響
を
限
定
し

，
早
期
の

消
火
を
行
う
設

計
方
針
と

記
載
し
て
い
る

。
「
Ⅴ

-1
-1
-7

発
電
用

原
子
炉
施
設
の

火
災
防
護

に
関
す
る
説
明
書
」
（

2,
7
,7
2,
7
5,
79
,8
0
,8
2
,8
3,
9
7,
25
5頁

参
照

）
今
回
の
変
更

認
可
申
請

に
伴
い
，
火
災

の
消
火
に

係
る
設
計
に
影
響
の
な
い

こ
と
を
確
認
す

る
。

④
火

災
の
影
響
軽
減

対
策
に
係

る
設
計

ａ
．
既
工
事
計
画

に
お
い
て

は
，
互
い
に
相

違
す
る
系

統
を
同
時
に
機

能
喪
失
さ

せ
な
い
た
め
，

火
災
耐
久

試
験
に
よ
り

3時
間
以
上

の
耐
火
能
力
を

確
認
し

た
隔
壁
等
に

よ
っ
て
，

又
は
火
災
耐
久

試
験
に
よ

り
1時

間
以
上
の
耐
火
能

力
を
確
認
し
た

隔
壁
等
と

火
災
感
知
設
備

及
び
自
動

消
火
設
備
に
よ

っ
て
，

分
離
を
行
う

設
計
方
針

と
記
載
し
て
い

る
。

「
Ⅴ

-1
-1
-7

発
電
用

原
子
炉
施
設
の

火
災
防
護

に
関
す
る
説
明
書
」
（

2,
7
,1
09
～
1
14
,1
7
0,
2
55
頁

参
照
）

今
回
の
変
更

認
可
申
請

に
伴
い
，
火
災

の
影
響
軽

減
対
策
に
係
る
設
計
に
影

響
の
な
い
こ
と

を
確
認
す

る
。

ｂ
．
既
工
事
計
画

に
お
い
て

は
，
原
子
炉
格

納
容
器
内

は
，
プ
ラ
ン
ト

運
転
中
は

窒
素
が
封
入
さ

れ
，
火
災

の
発
生
は
想
定

さ
れ
な
い
が
，
原
子
炉
起

動
時

に
お
い
て
原

子
炉
格
納

容
器
内
に
窒
素

が
満
た
さ

れ
る
ま
で
の
間
の
火
災
を

想
定
し
，

a.
と

同
等
の
設

計
と
し
て
，
火

災
の
影
響

を
軽
減
す
る
設

計
方

針
と
記
載
し

て
い
る
。

「
Ⅴ

-1
-1
-7

発
電
用

原
子
炉
施
設
の

火
災
防
護

に
関
す
る
説
明
書
」
（

2,
7
,9
5,
1
18
～

12
1
,2
5
5,
25
6頁

参
照
）

今
回
の
変
更

認
可
申
請

に
伴
い
，
火
災

の
影
響
軽

減
対
策
に
係
る
設
計
に
影

響
の
な
い
こ
と

を
確
認
す

る
。

残
留
熱

除
去

系
配

管
及

び
原

子
炉

格
納

容
器

電
気

配
線

貫
通

部
の

変
更

認
可

申
請

に
伴

う
影

響
に

つ
い

て
【

第
１

１
条

火
災
に

よ
る

損
傷

の
防

止
】
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⑤
そ

の
他
の
内
部
火

災
に
係
る

防
護
設
計

ａ
．
既
工
事
計
画

に
お
い
て

は
，
火
災
に
よ

り
安
全
保

護
系
及
び
原
子

炉
停
止
系

の
作
動
が
要
求

さ
れ
る
場

合
に
は
，
④
に

示
す
火
災
の
影
響
軽
減
対

策
に

よ
っ
て
，
多

重
化
さ
れ

た
そ
れ
ぞ
れ
の

系
統
が
同

時
に
機
能
を
失
う
こ
と
な

く
，
原
子
炉
を

安
全
に
停

止
で
き
る
設
計

方
針
と
記

載
し
て
い
る
。

「
Ⅴ

-1
-1
-7

発
電
用

原
子
炉
施
設
の

火
災
防
護

に
関
す
る
説
明
書
」
（

15
4頁

参
照
）

今
回
の
変
更

認
可
申
請

に
伴
い
，
火
災

区
域
及
び

火
災
区
画
に
変
更
の
な
い

こ
と
確
認
す
る

こ
と
で
，

そ
の
他
の
内
部

火
災
に
係

る
防
護
設
計
に

影
響

の
な
い
こ
と

を
確
認
す

る
。

ｂ
．
既
工
事
計
画

に
お
い
て

は
，
火
災
に
起

因
し
た
運

転
時
の
異
常
な

過
渡
変
化

又
は
設
計
基
準

事
故
に
対

処
す
る
た
め
に

必
要
な
機
器
に
対
し
，
単

一
故

障
を
想
定
し

て
も
，
異

常
状
態
を
収
束

で
き
る
設

計
と
し
て
い
る
。

「
Ⅴ

-1
-1
-7

発
電
用

原
子
炉
施
設
の

火
災
防
護

に
関
す
る
説
明
書
」
（

15
4頁

参
照
）

今
回
の
変
更

認
可
申
請

に
伴
い
，
火
災

区
域
及
び

火
災
区
画
に
変
更
の
な
い

こ
と
確
認
す
る

こ
と
で
，

そ
の
他
の
内
部

火
災
に
係

る
防
護
設
計
に

影
響

の
な
い
こ
と

を
確
認
す

る
。
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除
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及

び
原
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確
認
図
書

名
確

認
結
果

補
足

-4
【
残
留
熱
除
去

系
配
管
改

造
工
事
の
概
要

に
つ
い

て
】

・
今
回

の
配
管
改
造
に
よ
り
，
残

留
熱
除
去
系
の

系
統
構
成

に
変
更
が
な
く

，
残
留
熱

除
去
系
ポ
ン
プ

や
残
留
熱

除
去
系
熱

交
換
器
等
の
配
置
に
変
更

の
な
い
こ
と
を

確
認
し
た

。
【
①
】

補
足

-5
【
原
子
炉
格
納

容
器
電
気

ペ
ネ
ト
レ
ー

シ
ョ
ン

貫
通
部
改
造
工

事
の
概
要

に
つ
い
て
】

・
原
子

炉
格
納
容
器
電
気
配
線
貫

通
部
の
改
造
に

よ
り
，
電

気
配
線
貫
通
部

の
配
置
に

変
更
の
な
い
こ

と
を
確
認

し
た
。
【

①
】

２
．
確

認
結
果

残
留
熱

除
去

系
配

管
及

び
原

子
炉

格
納

容
器

電
気

配
線

貫
通

部
の

変
更

認
可

申
請

に
伴

う
影

響
に

つ
い

て
【

第
１

１
条

火
災
に

よ
る

損
傷

の
防

止
】
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確
認
図
書

名
確

認
結
果

Ⅴ
-1
-1
-
7
発

電
用
原
子
炉
施
設

の
火
災
防
護
に

関
す
る

説
明
書

・
残
留

熱
除
去
系
配
管
の
改
造
に

つ
い
て
は
，
不

燃
性
の
材

料
（
S
G
V4
10
,S
F
VC
2
B）

を
使
用

す
る
こ
と
で
，
火

災
防

護
を

行
う
機
器
等
か

ら
対
象
外

と
し
て
い
る
こ

と
を
確
認

し
た
。
ま
た
，

火
災
防
護

上
重
要
な
機
器

と
し
て
選

定
し
て

い
る
残
留
熱
除

去
系
ポ
ン

プ
や
残
留
熱
除

去
系
熱
交

換
器
等
の
配
置

に
変
更
は

な
く
，
火
災
区

域
及
び
火

災
区
画

の
設
定
に
影
響

が
な
い
こ

と
を
確
認
し
た

。
な
お
，

原
子
炉
格
納
容

器
電
線
貫

通
部
に
つ
い
て

は
，
材
料

（
）
及
び

配
置
に
変

更
は
な
い
た
め

，
火
災
区

画
の
選
定
に
影

響
が
な
い

こ
と
を

確
認
し
た
。
【

①
】

・
既
工

事
計
画
に
お
い
て
設
定
し

た
火
災
区
域
及

び
火
災
区

画
に
変
更
が
な

く
，
不
燃

性
材
料
を
選
定

し
て
い
る

た
め

，
火
災
発
生
防

止
に
係
る

設
計
に
影
響
の

な
い
こ
と

を
確
認
し
た
。

【
②
】

・
既
工

事
計
画
に
お
い
て
選
定
し

た
火
災
区
域
及

び
火
災
区

画
に
変
更
が
な

く
，
火
災

の
感
知
及
び
消

火
に
係
る

設
計

に
影
響
の
な
い

こ
と
を
確

認
し
た
。
【
③

】

・
既
工

事
計
画
に
お
い
て
選
定
し

た
火
災
区
域
及

び
火
災
区

画
に
変
更
が
な

く
，
火
災

の
影
響
軽
減
対

策
に
係
る

設
計

に
影
響
の
な
い

こ
と
を
確

認
し
た
。
【
④

】

・
既
工

事
計
画
に
お
い
て
選
定
し

た
火
災
区
域
及

び
火
災
区

画
に
変
更
が
な

く
，
そ
の

他
の
内
部
火
災

に
係
る
防

護
設

計
に
影
響
の
な

い
こ
と
を

確
認
し
た
。
【

⑤
】

そ
の
他

発
電
用
原
子
炉

の
附
属
施

設
の
う
ち
火
災

防
護
設

備
に
係
る
機
器

の
配
置
を

明
示
し
た
図
面

及
び
構

造
図
（
火
災
区

域
構
造
物

及
び
火
災
区
画

構
造
物

）
（
第

9-
3
-1
図

～
第
9
-3
-
8図

）

・
残
留

熱
除
去
系
配
管
の
改
造
に

つ
い
て
は
，
火

災
防
護
上

重
要
な
機
器
と

し
て
選
定

し
て
い
る
残
留

熱
除
去
系

ポ
ン
プ

や
残
留
熱
除
去

系
熱
交
換

器
等
の
配
置
に

変
更
は
な

く
，
火
災
区
域

及
び
火
災

区
画
の
選
定
に

影
響
が
な

い
こ
と

を
確
認
し
た
。

ま
た
，
原

子
炉
格
納
容
器

電
気
配
線

貫
通
部
に
つ
い

て
は
，
材

料
（

）
及
び
配
置
に

変
更
は
な
い
た

め
，
火
災

区
画
の
選
定
に

影
響
が
な

い
こ
と
を
確
認

し
た
。
【

①
】

残
留
熱

除
去

系
配

管
及

び
原

子
炉

格
納

容
器

電
気

配
線

貫
通

部
の

変
更

認
可

申
請

に
伴

う
影

響
に

つ
い

て
【

第
１

１
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火
災
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よ
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損
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３
．
ま
と
め

（
１
）
残
留
熱
除
去
系

配
管
の
改

造
・
配
管
は
不
燃
性

の
材
料
（

S
GV
41
0
,S
FV
C2
B）

を
使

用
す
る
こ
と
で
，
火
災
防

護
を
行
う
機
器

等
か
ら
対

象
外
と
し
て
い

る
。
ま
た

，
今
回
の
配
管
の
材
質

変
更
に

つ
い
て
，
原
子

炉
の
安
全

停
止
に
必
要
な

機
器
に
選

定
さ
れ
て
い
る

残
留
熱
除

去
系
ポ
ン
プ
や

残
留
熱
除

去
系
熱
交
換
器

等
の
配
置

に
変
更
は
な

く
，
火

災
区
域
や
火
災

区
画
に
影

響
が
な
い
こ
と

を
確
認
し

た
。

・
火
災
区
域
及
び

火
災
区
画

に
変
更
の
な
い

こ
と
か
ら

，
火
災
の
発
生

防
止
に
係

る
設
計
，
火
災

の
感
知
及

び
消
火
に
係
る

設
計
，
火
災
の
影
響
軽
減

対
策

に
係
る

設
計
並
び
に
そ

の
他
の
内

部
火
災
に
係
る

防
護
設
計

に
変
更
が
な
い

た
め
，
技

術
基
準
の
適
合

性
に
影
響

を
与
え
な
い
。

・
既
工
事
計
画
で

確
認
さ
れ

た
火
災
防
護
を

行
う
機
器

等
の
選
定
並
び

に
火
災
区

域
及
び
火
災
区

画
の
設
定

，
火
災
発
生
防

止
に
係
る
設
計
，
火
災
の

感
知

及
び
消

火
に
係
る
設
計

，
火
災
の

影
響
軽
減
対
策

に
係
る
設

計
，
そ
の
他
の

内
部
火
災

に
係
る
防
護
の

設
計
に
影

響
を
与
え
な
い

こ
と
か
ら

，
審
査
対
象

条
文
と

な
ら
な
い
。

（
２
）
原
子
炉
格
納
容

器
電
気
配

線
貫
通
部
の
改

造
・
今
回
の
電
気
配

線
貫
通
部

の
改
造
に
つ
い

て
は
，
既

工
事
計
画
か
ら

短
尺
化
す

る
ス
リ
ー
ブ
材

料
（

）
の
変
更

は
な

く
，
設

置
場
所
に
変
更

な
い
こ
と

か
ら
火
災
区
画

に
変
更
の

な
い
こ
と
を
確

認
し
た
。

・
火
災
区
画
に
変

更
の
な
い

こ
と
か
ら
，
火

災
の
発
生

防
止
に
係
る
設

計
，
火
災

の
感
知
及
び
消

火
に
係
る

設
計
，
火
災
の

影
響
軽
減
対
策
に
係
る
設

計
並

び
に
そ

の
他
の
内
部
火

災
に
係
る

防
護
設
計
に
変

更
が
な
い

た
め
，
技
術
基

準
の
適
合

性
に
影
響
を
与

え
な
い
。

・
既
工
事
計
画
で

確
認
さ
れ

た
火
災
防
護
を

行
う
機
器

等
の
選
定
並
び

に
火
災
区

域
及
び
火
災
区

画
の
設
定

，
火
災
発
生
防

止
に
係
る
設
計
，
火
災
の

感
知

及
び
消

火
に
係
る
設
計

，
火
災
の

影
響
軽
減
対
策

に
係
る
設

計
，
そ
の
他
の

内
部
火
災

に
係
る
防
護
の

設
計
に
影

響
を
与
え
な
い

こ
と
か
ら

，
審
査
対
象

条
文
と

な
ら
な
い
。

残
留
熱

除
去

系
配

管
及

び
原

子
炉

格
納

容
器

電
気

配
線

貫
通

部
の

変
更

認
可

申
請

に
伴

う
影

響
に

つ
い

て
【

第
１

１
条

火
災
に

よ
る

損
傷

の
防
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